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人
権
の
考
え
方
が
広
ま
っ
た
の
は
、

二
度
の
世
界
大
戦
で
多
く
の
人
々
の

人
権
が
侵
害
さ
れ
た
経
験
か
ら
、
国

際
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら

れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
人
権

を
守
る
こ
と
が
平
和
に
つ
な
が
る
と

い
う
考
え
の
も
と
、
人
権
を
尊
重
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
昭
和
23
年
12
月
10
日
に

国
連
総
会
で
「
世
界
人
権
宣
言
」
が

採
択
さ
れ
、
そ
れ
以
来
、
12
月
10
日

は
「
世
界
人
権
デ
ー
」
と
定
め
ら
れ

ま
し
た
。

　

日
本
で
は
、
昭
和
24
年
か
ら
毎
年
、

12
月
４
日
～
10
日
を
「
人
権
週
間
」

と
定
め
、
人
権
を
尊
重
す
る
意
識
を

醸
成
す
る
た
め
の
普
及
・
啓
発
活
動

が
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

12
月
４
日
～
10
日
は

「
人
権
週
間
」

　
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現
に
向

け
て
、
全
国
各
地
の
人
権
啓
発
活
動
で
活

躍
し
て
い
る
、
人
権
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
で
す
。

身
近
な
人
権
侵
害
と
は

　

何
気
な
い
言
動
が
、
相
手
を
傷
つ

け
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自

分
で
は
軽
い
気
持
ち
で
し
た
こ
と
で

も
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
人
と
話
せ

な
く
な
っ
た
り
、
引
き
こ
も
り
と
な
っ

て
し
ま
う
人
や
、
最
悪
の
場
合
、
自

ら
命
を
落
と
す
人
が
出
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

人
は
一
人
で
生
き
て
い
る
訳
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
頃

か
ら
お
互
い
の
「
違
い
」
を
認
め
、

一
人
一
人
の
人
権
を
尊
重
し
、
守
っ

て
い
く
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

　

身
近
に
あ
る
人
権
問
題
を
知
り
、

他
人
事
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
小

さ
な
こ
と
か
ら
で
も
良
い
の
で
、
自

分
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か

け
に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

人権イメージ
キャラクター

人 KEN まもる君
人 KEN あゆみちゃん

人権教室（牛山保育園）

「人権」って何だろう 「誰か」のこと じゃない。
　皆さんは「人権」という言葉を聞いたことはありますか。「人権」は、一人一人が生ま
れながらに持っている「人間らしく幸福に生きていくための当然の権利」で、とても身近
なものです。お互いに思いやりや優しさの心を持つことで、「人権」は守ることができます。
　今回の特集をきっかけに、人権問題について考えてみませんか。 市政だより市政だより

広報広聴課 ☎︎ 85 ー 6620

特集
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知
っ
て
い
ま
す
か
？
　
身
近
に
あ
る
人
権
問
題

　

匿
名
性
や
情
報
発
信
の
容
易
さ
を
悪
用

し
た
、
個
人
へ
の
誹
謗
中
傷
や
名
誉
毀
損
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
の
問
題
が
起
き

て
い
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

通
じ
た
誘
い
出
し
に

よ
る
犯
罪
行
為
（
性

的
被
害
や
暴
力
行
為

な
ど
）も
問
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
役
割

分
担
意
識
が
社
会
に
根
強
く
残
っ
て
お
り
、

家
庭
や
職
場
で
さ
ま
ざ
ま
な
男
女
差
別
を

生
む
一
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
性

犯
罪
や
性
暴
力
、
Ｄ
Ｖ
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
な
ど
の
問
題
も

生
じ
て
い
ま
す
。

　

性
的
少
数
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と

し
た
偏
見
や
差
別
が
起
き
て
い
ま
す
。

学
校
や
職
場
で
、
当
事
者
の
性
自
認
や
性

的
指
向
へ
の
正
し

い
理
解
を
促
進
す

る
た
め
の
対
応
や

取
り
組
み
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

い
じ
め
や
体
罰
、
虐
待
な
ど
、
子
ど
も

が
被
害
者
と
な
る
事
案
が
後
を
絶
た
な
い

状
況
で
す
。
ま
た
、
子
ど
も
の
貧
困
へ
の

問
題
意
識
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
で
あ
っ
て

も
、
一
人
の
人
間
と
し

て
そ
の
個
性
と
共
に
尊

重
さ
れ
、
守
ら
れ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

言
語
・
宗
教
・
慣
習
な
ど
の
違
い
か
ら
、

学
校
や
職
場
で
外
国
人
へ
の
偏
見
や
差
別

が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

特
定
の
人
種
や
宗
教

な
ど
を
拒
み
、
退
け

る
差
別
的
な
言
動
は
、

相
手
の
尊
厳
を
傷
つ

け
て
し
ま
い
ま
す
。

　

豊
か
な
知
識
や
経
験
が
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
就
業
や
社
会
活
動
へ
の
参
加

が
制
限
さ
れ
る
な
ど
の
問
題
が
起
き
て
い

ま
す
。
ま
た
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、

介
護
者
に
よ
る

身
体
的
・
心
理

的
な
虐
待
な
ど

も
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

段
差
や
階
段
な
ど
の
物
理
的
な
も
の
を

は
じ
め
、
不
当
な
差
別
や
偏
見
な
ど
、
障

が
い
者
の
社
会
参
加
を
妨
げ
る
さ
ま
ざ
ま

な
障
壁
が
あ
り
ま
す
。
障
が
い
者
に
対
し

て
社
会
全
体
で

の
十
分
な
理
解

や
配
慮
が
必
要

で
す
。

・
加
害
者
の
親
族
な
ど
へ
の
中
傷

・ 

感
染
症
患
者
な
ど
へ
の
偏
見
や
差
別

・ 

ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
っ
た
人
へ
の
偏
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

な
ど

女
性

 

子
ど
も

 

高
齢
者

 

障
が
い
者

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

 

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

外
国
人

　

社
会
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
一
緒

に
暮
ら
し
て
お
り
、
人
権
問
題
も
多
岐
に

わ
た
り
ま
す
。
身
近
な
人
権
問
題
を
正
し

く
理
解
し
、
一
人
一
人
の
人
権
を
尊
重

す
る
こ
と
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

〇 

そ
の
他
の
問
題



　

人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

を
受
け
た
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
人

権
に
関
す
る
悩
み
・
心
配
事
な
ど
の
相
談
や
、

人
権
意
識
を
醸
成
す
る
た
め
の
啓
発
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
全
国
の
各
市
町
村
に
約
１
４
０
０
０

人
の
委
員
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
市
で

は
、
12
人
の
人
権
擁
護
委
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
経

験
を
生
か
し
な
が
ら
日
々
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
パ
ー
ト
ナ
ー
の
人
権
擁
護
委
員
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
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●
な
や
み
ご
と
人
権
相
談〈（
対
面
） 

要
予
約
〉

　

 

日
時
：
毎
週
木
曜
日
午
後
１
時
～
４
時

　

 

場
所
：
市
役
所
２
階
市
民
相
談
コ
ー
ナ
ー

●
街
頭
で
の
啓
発

　

 

日
時
：
12
月
４
日（
月
）午
後
３
時
～
４
時

　

 

場
所
：
サ
ン
マ
ル
シ
ェ（
中
央
台
１
）

●
人
権
週
間
特
別
相
談
〈（
対
面
） 

要
予
約
〉

　

 

日
時
：
12
月
４
日（
月
）～
８
日（
金
）

　
　
　
　

 

午
後
１
時
～
４
時

　

 

内
容
：
人
権
問
題
に
関
す
る
相
談

　

 

場
所
：
市
役
所
２
階
市
民
相
談
コ
ー
ナ
ー

なやみごと人権相談なやみごと人権相談なやみごと人権相談地区委員会地区委員会地区委員会

啓発活動啓発活動啓発活動

人権擁護委員春日井地区
委員長　加藤太

　

相
談
を
受
け
る
と
き
は
、
悩
み
を
傾
聴
し
、
こ
れ
ま
で
の

経
験
を
踏
ま
え
た
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
専
門
機
関
へ
つ
な
ぐ
な
ど
、
悩
み
を

抱
え
た
方
が
納
得
し
、
安
心
し
て
帰
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

な
対
応
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　

何
事
も
一
人
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は
家
族
や
友
人
な
ど
、
あ

な
た
が
信
頼
で
き
る
身
近
な
方
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
私
た
ち
人
権
擁
護
委
員
を
は
じ
め
、
市
や
関
係
機
関
な

ど
相
談
で
き
る
場
所
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
気
軽
に

相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

安
心
・
信
頼
さ
れ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
に

　

先
日
の
春
日
井
ま
つ
り
で
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で

は
、
約
２
０
０
人
の
回
答
者
の
う
ち
、「
人
権
擁
護
委
員
を

初
め
て
知
っ
た
方
」
が
約
５
割
、「
人
権
相
談
で
き
る
場
所

を
知
ら
な
い
方
」
は
約
８
割
で
し
た
。「
人
権
」
と
い
う
言

葉
に
馴
染
み
が
な
い
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、

幅
広
い
啓
発
活
動
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
人
権
教
室
や
街
頭
で
の
啓
発
な
ど
に
積
極
的
に
取

り
組
み
、
こ
う
し
た
活
動
が
よ
り
多
く
の
人
に
人
権
に
つ
い

て
考
え
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

人
権
が
守
ら
れ
る
社
会
を
目
指
し
て

 Interview

人権教室人権教室人権教室

　

 

問
い
合
わ
せ
・
予
約 

☎
８
５ 

ー 

６
６
２
０
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人権問題に対応するためのさまざまな相談窓口があります。
困ったことや心配なことなどがありましたら、気軽に相談してみてください。

そ
の
他
機
関

相談名 とき 電話番号など
　人権相談 名古屋法務局春日井支局
　（対面・電話）

平日 8:30 ～ 17:15

　 ☎81－3210

　みんなの人権 110 番（電話） 　 ☎0570－003－110

　女性の人権ホットライン（電話） 　 ☎0570－070－810

　こどもの人権 110 番（電話） 　 ☎0120－007－110

　外国語人権相談ダイヤル（電話） 平日 9:00 ～ 17:00 　 ☎0570－090－911

　インターネット人権相談
　※ 外国語での相談にも対応 24 時間受付

　LINEじんけん相談
　※ LINE 友だち追加が必要 平日 8:30 ～ 17:15

　違法・有害情報相談センター
　※ ネット上のトラブルや削除要請などの相談 24 時間受付

市

相談名 とき ところ 電話番号

女
性

女性の悩み相談
(対面・電話 ) 火～金曜日 13:00 ～ 16:30

レディヤンかすがい

☎85－7871

女性のための法律相談
(対面 )【要予約】
※ 9:00～17:00で受付

指定の土曜日 10:00 ～ 12:00 ☎85－4401

子
ど
も

児童虐待防止相談
(対面・電話 )

月～金曜日   8:30 ～ 17:00 子ども家庭支援課 ☎85－6229
ヤングケアラー相談
(対面・電話 )
子ども・若者総合相談
(対面 )　【要予約】
※ 15:00～19:00で受付

月～金曜日   8:30 ～ 17:00 子育て推進課 ☎82－7830

子ども・若者総合相談
(電話 ) 月～土曜日 15:00 ～ 19:00 － ☎82－7830

いじめ・不登校相談
(対面・電話 ) 月～金曜日   9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00 中央公民館内 ☎34－8400

外
国
人

外国人相談
(対面・電話 )

第 1水曜日
英語・フィリピノ語

  9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

市役所
市民相談コーナー ☎85－6624第 2・4水曜日

ポルトガル語
第 3水曜日
スペイン語

そ
の
他

なやみごと人権相談
(対面 )　【要予約】
※ 当日8:30から受付

毎週木曜日 13:00 ～ 16:00 市役所
市民相談コーナー ☎85－6620

DV相談 (対面・電話 ) 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 地域福祉課 ☎85－7867
メンタルヘルス相談
(対面 )　【要予約】
※ 8:30～17:15で受付

月 4回 総合保健医療センター ☎85－6172

生活困窮者の自立に関す
る相談 (対面・電話 ) 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 市役所

自立支援相談コーナー ☎85－6152

高齢者虐待防止ホットラ
イン (対面・電話 )

24 時間対応
地域福祉課 ☎85－6196

障がい者虐待防止ホット
ライン (対面・電話 ) 総合福祉センター ☎84－5310




